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団体名 平成24年度診療報酬口介護報酬改定に関する要望事項

日本医師会

入院、タト来の改定率をあらかじめ決めないこと。(前 口改定では、入院+3.03%、 タト来+0.3i%の害1合が決められていた。)

医科・歯科・調斉1の害1合を、これまでどおり1対 1対 0.4とすること。(前 回改定時は1対 1.2対 0.3と なり歯科診療報酬‖の改定率のほうが高かっ
た。)

日本 歯科 医師会

平成24年 度改定は実施すべき。歯科技術料への評価、基本診療料のラ|き 上げ、在宅歯科診療への評価、全ての高齢者へ歯科医療を提
供すること。
病院ての゙チーム医療や在宅療養における歯科医師、歯科衛 生士の活用を推進すること。

日本 薬斉1師 会

医科・歯科・調斉1の 改定率の客1合を、これまでどおり1対 1対 0.4とすること。(前 回改定時は1対 i.2対 0.3と なり調斉1は低かった。)

ジェネリック医薬品の使用促進、薬歴活用を合めた「お薬手帳」の普及促進、薬局薬斉1師 を活用した在宅薬斉1管理指導の推進、チーム医療
推進のため病棟薬斉1師の配置を推進すること。

日本看護協会

看護職 員の勤務環境を改善すること。育児休 BFx、 介護体暇等の法定体暇を取得することを前提とした看護配置の実現、健康に配慮した夜
勤・交代制勤務の実現が始妥。
医療・介護の連携のため、医療ニーズの高い在宅療養者への支援の充実、重症化予防のための評価をすること。

日本病院団体協議会

同一 日の同一医療機関複数科受診について、2つ 目の診療科の初診に限り所定点数の半分を算定できるが
診料・再診料の算定が不可となってぃる不合理を是正すること。
入院恙者が他の医療機関を受診した場合の診療報酔‖算定の制限を撤廃すること。
あらかじめ入院・タト来の改定率の害1合を決めることには賛成。

、それ以上の診 療科において初

日本病院薬斉1師 会
薬斉1師の病棟配置を入院基本料へのカロ算として評価すること。
現在、ハイリスク薬が投薬される恙者の業学的管理を行った場合に算定できる薬斉1管理指導料2について、対象薬斉1を拡大すること。

日本理 学療法 士協会

リハビリ施設を効率的に共同 Fll用 できるよう、共同 fll用 型訪 間リハビリステーションを倉1設すること。
医療・介護の連携の重点化にむけて、ケアマネが入院 当初から恙者に関わる体申!、

|リ ハビリ専門職による介護職のサービス向上 支援ができる
枠組みを新設すること。

日本製薬団体逹合会
現在、試行的導入されている新楽倉1出・適応タト薬解消等促進カロ算 (新 薬の特許期間中に薬価を維持し、特許失効後は薬価がラ|き 下げら
れ市場を後発品にゆだねる仕組み )を 本格 導入、恒久化すること。

日本ジェネリック製薬協会

ジェネリック医薬品を扱う調剤薬局に対する調斉1報割‖上の評価をすること。(ジ ェネリヽノクオ1用 により、オ1益減、備昔の負担増、恙者説明の負担
増となる調斉1薬 局へのインセンティブ付与 )

医師に対するジェネリック処方のインセンティブ付与のため、ジェネリック医薬品の説明に対する診療報酬‖上の評価をすること。

日本 医療機 器 工 業界

機能区分ガ1の価格設定を改め、医療機器の改善・改 良が価格に反映されるような制度改正をすること。
医療機器の保守管理に係るコストを明確化し、医療機界安全管理料の適用範囲を拡大すること。
来事法による医療機器の規制ではなく、「医療機器法」を制定すること。



団体名 平成24年度診療報酬・介護報酬改定に関する要望事項

健保逹

医療経済実態調査の結果から、病院・診療所と」経営 1又 支が改善されているため、診療報酬ヲ1上げについては国民の理解がRちヽ ない。
介護報酬も同様。
診療報酔‖について、必要度の高い医療への重点化、ジェネリック使用促進、

「
活用等による効率化・迪正化をすすめることが不可欠。

介護事業経営実態調査結果て1ま 介護保 lle二 施設の収支差率は5%を超えているため、介護職員響遇改善交付金の継続や介護報酬によ
る処遇改善への配慮は不要。

全 国健康保 険協会

仁み慣れた家【や地域て
゛
療季できる環境 整備 (在 宅診療、訪 間看護、訪 間リハ等の促進 )や、ジェネリック使用促進、

症化予防 )への評価が始要。
協会けんぼの保険料率は近年上昇の一途。厳Lい 財政状況を踏まえると診療報 Ollの ラ|き 上げをする状況にはない。

生活習慣病対策 (重

国保 中央会 診 療報酬 ヲ|き上げは慎 重にすべき。

全国回復期
リハビリテーション病棟

連絡協議会

回復期リハビリを要する重症恙者を積極的に受け入れ、
厚い体制の病棟が算定できる区分を設けること。)

日本慢性期 医療協会

一層の効率化を進め、診療倶|は改定率ゼロでも我慢すべ 。ヽ
~~~~~~~~~一

一――一―一一一一一―一―一一―一―

恙性期痛床のうち卜|リ アージ対象者が多ければ(恙 者の容態と病床機 能のミスマッチがあれば)余 計な医療費がかかる。
医療界の中でfll益 が上がっている部分から不採算部分に財源移動すべき。
一般病棟入院90日 以上でも基本料が減額されない「特定除タト恙者」の取扱いを見直すことて

｀5000億 円規模の財源が捻 出できる。
地域包括ケアシステムを画餅としないためにも、在宅医療を推進するための評価をすべき。

全 国 老人 保 健 施 設 協 会

介護職 員処遇改善交付金については財源確保の上、介護報割‖に組みさむこと。それが困難であれば、
第二号被保険者に係る保険料について、総報酬‖害1り 導入については賛成。
リハビリ提供体制充実のため身体リハビリに関する医師の研修要件を創設すること。
認知症 ,台 涙黒薬をセ]括幸罠酌‖の枠タトとすること。

交付金を継続させること。

各国老人福祉施設協議桧

介護従事者の勤務環境の整備のため、芥護報酬の迪正な水準を確保すること。
~~~~~~~一 一―一一―

介護職員処遇改善交付金は12年 度以降も継続すること。(報酬‖に組み込むとfll用 料があがるため交付金の形で。
医療・介護の連携を図るため、特養に配置される医師確保を推進 (常勤配置医師カロ算の増額等)すること。

)

全国介護事業者協議会
介護職 員処遇改善交付金は対象を介護従事者全体に拡大し、処遇改善の水準が維持できるよう介護報酬|に反映すること。
報酬に組み込む場合、現行の介護報 Olll(地 域 区分単価も含む)が減額された場合でも匁遇改善を継続できるよう配慮すること。

日本介護支援専門員協4

医療から介護への移行がスムーズにできるよう、退院直後の一定期間は訪 F・l看護サービス等を医療保険で提供できるようにずること。
介護職員処遇改善交付金は介護報酬に組み盗むべき。
第二号保険料への総報酔‖害1り 導入については、選択肢の一つとして考えられる。



在宅医療・介護の充実に向けた取組について

厚生労働省

目次

1.税と社会保障一体改革成案等

2.在宅医療・介護をとりまく状況と課題

3.在宅医療・介護の充実に向けた診療報酬・介護報酬の
在り方について

① 政府における現在の検討状況
② 在宅医療を担う医療機関の評価について
③ 訪問看護の評価について
④ 在宅歯科医療について
⑤ 在宅における薬剤管理について
⑥ リハビリテーションの評価について
⑦ 認知症への対応に向けた評価について
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1.税と社会保障一体改革成案等

人口推計
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高齢者単身世帯における要介饉分布の年次推移

平成13年   平成16年   平成19年

0要介護2以下 ■要介議3以上

高齢者単身世帯の増加

140%

12磁

平成13年

― 高齢者単身世帯

平成16年   平成19年

― 高齢者人口

(出典)国 民生活基礎調査から作職

死亡場所別、死亡者数の年次推移と1晋来推計

人
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2030年 推計死亡者数 1,597千 人
(405千人増)

1    2    2
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9    0    0
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●介饉施設 ●その他 ●病院

【資料】
2010年 (平成22年 )までの実績は厚生労働

`「

人口動饉統計J

2011年 (平成23年 )以降の推■は日立社会保障 人口問題研究所「人口続ll資料集(2∞6年度版)Jから推定
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高齢者単身世帯と高齢者人口の割合

2010年 死亡者数 1,192千人
65歳以上 lo2軒 人

2030年までに約40万人死亡者数が増加すると見込まれるが、看取り先の確保が困難
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日本は、各国と比較して、全高齢者における高齢者住宅の整備割合が低い。

全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合(2008)

5.0% 日本

6.0% 奮織塁|ヨ鱈奮駐住宅
は スウエーデン※3
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社会保障・税の一体改革に関する検討ポイント
(平成23年6月 30日 政府・与党社会保障改革検討本部決定)

Ⅱ医療・介護等

○ 地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診療報酬・介護報酬の
体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を行う。

・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、地域間・診療科間の優
=2是

正、予防対策の強化、在宅医療の充実等、
地域包括ケアシステムの構築・ケアマネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、施設のユニット化、重点化に
伴うマンパワーの増強

・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ICT活用による重複受診・重複検査・過剰薬剤投与等の削減、介護
予防・重度化予防

○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化などを図る。

a)被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基盤の強化

b)介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化
。1号保険料の低所得者保険料軽減強化
・介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化

c)高度・長期医療への対応 (セーフティネット機能の強化)と給付の重点化
・高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額負担等の併せた検討(病院・診療所の

役割分担を踏まえた外来受診の適正化も検討)。 ただし、受診時定額負担については低所得者に配慮。
d)その他

・総合合算制度、低所得者対策・逆進性対策等の検討
・後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合の国庫補助の見直し
・高齢者医療制度の見直し(高齢世代。若年世代にとつて公平で納得のいく負担の仕組み、支援金の総報酬割

導入、自己負担割合の見直しなど)
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将来像に向けての医療・介護機能再編の方向性イメージ

O患 者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介證の間の連携強化を通じて、より効果的・効率的な医療・介
護サービス提供体鋼を構築。

【2011(H23)年 】 【2025(H37)4「】

療養病床
(20万床)

介護療養病床

介饉施設
(92万 人分 )

居住系サービス

・計目的な投資

医療提供体制の充実と重点化・効率化
市町村域まで、重層的に医療サービスを提供

平成23年 6月 2日 第10回社会保障改革に関する集中検討会議 (参 考資料1-2)医療 介饉の長期推B

医療・介護の提供体制の将来像の例
～機能分化し菫目的に住民を支える医療・介護サービスのネットヮーク構築～

0日常生活日域内において、医療、介瞳、予防、住まいが切れ日なく、継続的かつ一体的に提供される「地域包括
ケアシステム」の確立を図る。
O小・中学校区レベル (人 口1万人程度の日域)において日常的な医療・介護サービスが提供され、人口20～30万人
レベルで地域の基幹病院機能、都道府県レベルで救命救急・がんなどの高度医療への体制を整備。

【取組の方向性】
O入院医療の機能分化。強化と連携
・急性期への医療資源集中投入
・重急性期、慢性期医療の機能強化 等

O在宅医壼の充実
・看取りを含め在宅医療を担う診療所等の
機能強化

・訪間看餞等の計画的整備 等
0在宅介腋の充実

・地域包括ケア体制の整備

【患者・利用者の方々】
・病気になっても、職場や地城生活へ早期復帰
・医療や介霞が必要になっても、住み慣れた地

城での暮らしを組続

基盤整備のための一括的法整備(201
2年 目途法案化)

一般急性期

亜急性期等

長期療養

居住系サービス

在宅サービス

地域包括ケアの実現 (包括的ケアマネジメントの機能強化)
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の と ベッド の見 l

パターン 1
平成23年度

(2011)

平成37(2025)年度

現状投影シナリオ 改革シナリオ

各ニーズの単純な病床換算 地域一般病床を創設

高度急性期

【一般病床】
107万 床

7596程度
19～ 20日 程度

l勁11

【一般病床】
129万床

75%程度
19～ 20日程度

[:■″I]

【高度急性期】
22万床

: ∞刀入11115～ ::誓糧優

【高度急性期】
18万床

:姜菫:i15～ ::旨 |

度

度

〓
〓

コ
〓

一般急性期

【一般急性期】
46万床

[..1 7:誓程農

【一般急性期】
35万 床

7096程度

32万 A/月 19日 程度

rJ 撼

一般

病床】
24万床
7796程度
19-20日

程度

1 29万 人′月 :

亜急性期・

回復期 リハ等

【亜急性期等】
35万床

: liう人′Jl    ::誓経僕

【亜急性期等】
26万床

:憂菫:t::普握優

長期療養 (慢性期 )

23万 床、91%程度
150日 程度

34万床、91%程度
150日 程度

28万床、91%程度
135日 程度

精神病床
35万床、9鰯程度

300日程度

37万床、90%程度
300日 程度

27万床、90%程度
270日 程度

(入院小計 )

166万 床、8096程度
30～ 31日程度

202万 床、80%程度
30～ 31日程度

159万 床、81%程度
24日程度

159万床、31%程度
25日 程度

介護施設
特養
老 健  (老撻+介饉豪姜 )

92万 人分
48万 人分
44万 人分

161万 人分
86万 人分
75万 人分

131万 人分
72万 人分
59万 人分

居住系

特定施設
グループホーム

31万人分
15万 人分
16万 人分

52万人分
25万人分
27万人分

61万 人分
24万 人分
37万人分

(注 1)医療については 「万床」はベッ ド藪  「%Jは 平均IF慟

“

 i日 」は平均在院 日, 「″ 月」は月当た りの退院患者敷.介 護については 利用書数を表示
(注 2)f地 麟―餃病床 Jは 高度急任期の116と ―餃急性期及び至急性辮等の1'4て 構成 し 新規入退院が若千誠少 し平均在院日数が若千長めとなるものと 仮t.

ここでは、地域―餃病床は 概ta人 口 5～ フ万人未満の自治体に■ らす者 (今 後20∞～3000万 人12曖 で推移 )100人 当たり1床程底の整備■を置定 .

(参考)医療・介護分野における主な充実、重点化・効率化要素

2025年

充

実

急性期医療の改革
(医療資源の集中投入等 )

高度急性期の聰員等 2倍 程度増 (単価 I119倍 )(現 行一般病床平均対比てみた場合 )

一般急性の議員等 6●ll程度ll(単価 約15倍)(  ″  )
重急性期 回復期リハ等の職員 コメディカルを中心に3割程度の増 (単 1面 15%程度増)

長期療養 精神医療の改革
(医療資源の集中投入等)

長期療■の職員 コメディカルを中心に1割 程度の増(単価5%程度増)

精神病床の瞼員 コメディカルを中心に3割 程度の増(単価15%程度増)

在宅医療 在宅介護の推進等
碗 設から在宅 地域へ、認知症への対応)

在宅医療利用者数の増
`4倍

I12度

居住系 在宅介護利用者 約25万人′日程度増加〈現状投影シナリオに対する増)グループホーム41
10万 人′日 小規模多機1七 約32万 人′自分程度増加(現状投影シナリオに対する増)

定期巡回 随時対応 約15万 人′自分程度整備

医療 介護従事者数の増加 全体で2011年 の15～ 16倍程度まで増

その他各サービスにおける充実、
サービス間の連携強1しなど

介護施設におけるユニットケアの普及 在宅介護サービス利用量の増大等各種サービスの充実
介護い■の処遇改善(単価の上昇)

地域連携推進のためMSW等の増(上記医療機関の朧員増に力Dえて,～ 2中 学校区に1名程度増)

など

重

点

化

・
効

率

化

急性期医療の改革
(平均在院曰数の短縮等)

× 早期の退院 在宅復帰に伴い

息者の00Lも 向上
(

高度急性期    ‐ 平均在院日数 16～ 16日 程度
一般急性期    1 平均在院曰欺  9 日程度
重●_性期 回復期等 ,平均在院日数  60 日程度 (パターン1の 場合,

轟菖性最容置斯籍晶I理躙騨靭凛顕;島計ri5F程
度信度急性

"～
20

長期療姜 精神医療の改革
(平均在院日数の短縮等)

長期療養 在院日数1割程度減少
壻神病床 在院曰数1割程度減少 入院2書1程度減少

在宅医療 在宅介設の推進等
(施設から在宅 地域へ

)

入院 介譲施設入所者 約60万人′曰IIF度減少(現状投影シナリオに対する減)

予防(生活習慣病 介護)地域連携
:CTの活用等

生活習慣病予防や介議予防 地域連携 10Tの活用等により、医療については外来患者数5%程度減
少 (入院ニーズの減少に伴い増加する分を除く)介護については要介護者等3%程度減少

医薬品 医療機器に関する効率化等
伸び率として、△01%程 度 〈医療の伸び率ケース①の■合)

( 現状投影シナリオでも織り込み。後発医薬品の使用促進については 設定した伸び率に
最近の普及の傾向が含まれている.)

医師 看護師等の役割分担の見直し 病院医師の彙務■△2割程度(高度急性期、一般急性期 )

出典 :平 成23年 6月 2日 第10回社会保障改革に関する集中検討会l● (参考資料1-2)医療 介額の長期推計 (抄〉
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診療報酬口介護報酬に関するこれまでの民主党の立場

Manifesto 2009
22.医療崩壊を食い止め、国民に質の高い医療サービスを提供する
【政策目的】
0医 療従事者等を増員し、質を高めることで、国民に質の高い医療サービスを安定的に提供するJ

O特 に救急、産科、小児、外科等の医療提供体制を再建し、国民の不安を軽減する。     :
― ― ― ―

 ‐

―

― ―   ― ‐
― ―

― ‐
―

― ‐

      :

【具体策】
:

(1国

」:を:::::::::][[[:::il:i言」]』li言まをittil:::fi:」::::::」 :」::::::「

L」E]自l・塁塁割EttE■」Lコ21也

`21
:

25介餞労働者の賃金を月額4万円引き上げる                      l
【政策目的】                                   :
0全 国どこでも介護の必要な高齢者に良質な介護サービスを提供する。           |

【具体策】                                     :
O認 定事業者に対する介護報酬を加算し、介護労働者の賃金を月額4万円引き上げる.    |

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― :

Manifesto 2010

5.年金・医療・介護・障がい者福祉

O診 療報酬の引き上げに、引き続き取り組みます。
Oヘ ルパーなどの給与の引き上げに引き続き取り組み、介護にあたる人材を確保します。

2.在宅医療・介護をとりまく状況と課題

　̈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

一
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0自 宅で療養して、必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割合を合わせると、60%
以上の国民が「自宅で表養したいJと回答した(上図)。

Oま た要介護状態になつても、自宅や子供・親族の家での介饉を希望する人力t4割を超えた(下図 )。

O住 み慣れた環境でできるだけ長く過ごせるよう、また望む人は自宅での看取りも選択肢になるよう、
在宅医療を推進していく必要がある。

■終末期の療養場所に関する希望
0調査対彙及び書体
・全国の市区町村に居住する満20歳

以上の男女から,0∞人を層4ヒニ段
無作為抽出法により抽出
l,0日勢調査区の住民基本台帳から
書体を無作るに抽出

OIR査 の方法
邸送法

0回収数
2.52'人 (回収率505%)

平成20年

平成15年

平成10年

口なるべく今まで通つた (または■て入院中0)に療機関に入院したい

.自 マで■■して 必■になれはそれまでの医療薇関に入院したい

.自 宅で最後まで■■したい

.老 人ホームに入所したい

」分からない

■療養に関する希望    23%  05%

口自宅で介雄してほしい

.親族の家で介[してはしい

.I介餞老人保健施設を利用したい

.民固有料を人ホーム●を利用したい

`わ
からない

60%        8眺

口なるべく旱∝ 和ケア輌■に入院したい

.目 7で,■して、●■になれば薇和ケ7輌■に入院したい

u,,1的 E薇機口1がんセンターなど)r・I極的に治饉が受けたい

vそ の他

.・
彙回番

.子 どもの家で介讀してほしい

口介饉老人福ll施設に入所したい

日病院などのE療機関に入院したい

“

その他

出棠 1終末期医療に関する調査 (各年)

O在 宅医療を必要とする者は2025年には29万人と推計され、約12万人増えることが見込まれる。
O急 性期治療を終えた慢性期・回復期患者の受け皿として、終末期ケアも含む生活の質を重視した医
療としての在宅医療のニーズは高まつている。

O在 宅医療推進の課題として、1)在宅医療サービス供給量の拡充、2)家族支援、3)在宅療養者の後
方ベッドの確保、4)24時間在宅医療提供体制の構築、5)在宅医療の質の向上・効率化、医療・介護
の連携、が挙げられる。

■在宅療養移行や絶線の阻害要因

100% ― ―  ―  
―
 ―― ―

聯訪認
舗が

一
働鋼舅融辞間が

ス供給量の拡充

=IIfL正 三
，

雄
し
て
く
れ
る
蒙

族
に
■
担
が
か
か
る

症
状
急
〓
時
す
ぐ
に

入
院
で
き
る
か
不
安

症
状
が
急
変
し
た
と

き
の
対
応
に
不
安

２
４
時
間
相
談
に
の
っ

て
く
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い

介
餞
し
て
く
れ
る

家
族
が
い
な
い

家族支援

在宅医療の■の向上・効率化ノ医療介饉の連携

在宅療養者の後方ベッドの確保 24時間在宅医療提供体制の構築

lt,

磁
』
』
』
磁

高齢者の健康に関する憲織In査 (平成19年 度内閣府 )

0調査対魚
全国の55'以上の男女5`XЮ人

Oll査 の方法
調査員による面接聴取法

0標本抽出方法
層化二段無作お抽出法

0回収戦

'157人
(回収■ 31・ .)

0口■対象及び書体
全国の市区町

"に
居住するお20歳

以上の男女から5oつo人を層rt二段

彙件■抽出法により抽出
■50口 勢口奎区の住民基本台帳から

客体を無作かに抽出
0口■の方法

3通法
0回 収散

2'27人 (回収率5o5%)

一■
鑓
増

＋
　
＋

0平成15年 ■平成20年

■春 車 医薔 糧 推 にあ f‐ぅτめ理 □

在宅医療サービス供1
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0訪 問看護ステーション数は微増からほぼ横ばいである。

■訪間看饉事業所数および利用者の推移

6′Ooo

5rxxl

●t lXl

3′¨

2メ∞0

LIXXl

O

口■訪間看護ステーション 病院又は診療所 _舶 看護利用者数

出奥:訪間看議ステーション敬、病院又は診療所数 :厚生労働省「介饉綸付費実態調査 各年4月 書査分」

0短 期入所生活介護と比較し、医療機関における短期入所療養介護に関する伸びは小さい。

*特養等の短期入所生活介腫

平成10年 (1.331千 人)→平成22年 (3′534千人)約27倍

4,500  T― ――――― 一
    ―――

4,000 十           一――

*老健・病院等の短期入所療養介護

平成13年 (433千人)→平成22年 (675千 人)約 1 6倍

(単位 :千人 )

H19     H20     H21

“
病院等 (短期入所療養介護 )

te

出典)厚生労働省「介横給付費実態調査」

3′000

2,500

2′ 000

1′ 500

1.000

500

0

3,500 -

― ―

| .´

H13     H14     H15     H16     H17     H18

日短期入所生活介護  口老健施設(短期入所療養介護)
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O平 成25年の改定に際し、23年度中に4疾病5事業と同様、在宅医療についても医療計画の指針
を策定し、都道府県に提示する。

」_____
1

―
l

【法第30条の4第 1項 】

都道府県は革本方

`十

に却して、か ,́1也

l■tの実情に応じて医療:|[1を 定める_

医 療 計 画

との医療体制

児救急含む)

0居宅等における医姜

0医療従事者の確保

0医療の安全の確保

0施設の整備目標

0基準病床数 等

111

【|え lt l■第30条の3】

厚11労 rll人 ●は基本方夕を定める。

基本方針【大臣告示】

医療提供体制確保の基本的考え方

【iよ ■30粂ゲ)8】

1亨 生 /J‐ 働人 ,l_、 技術的事項についit必 要な助.:ち ■Cきる

医療計画作成指針【局長通知】

医療計画の作成
0留意事項

0内容、手順

求められる医療機能
構築の手順 等

O現 状は、在宅医療の推進に関する記載は、網羅的ではあるものの数値目標を立て、計画的な
整備に取り組んでいるところは少ない。

‐
‐

］
田
一

一
一

在
宅

医
療

に
関

わ

る

人
材

の
育
成

在

一　

　

　

一
　

　

　

一

一「
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
―
―
―
―
―

コ
一
在
宅
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和
ケ
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の
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施設中心の医療・介護から、可能な限り、住み慣れた生活の場において必要な医療・介護
サ‐ビスカt受けられ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す。
<期待される効果>

9皿 冤曇i3質葛こぼ曇″畠墳
つつ 家ヽ族とともに暮らしたい」「自分の人生の最期を住み慣れた自

○高齢社会の進展に伴う疾病構造の変化、医療技術の進歩、国民の価値観の多様化への対応
→ 病院中心の医療から生活の場における医療ヘ

O入院からの移行に伴う医療・介護サービスの提供体制の連携強化、質の高い効率的な提供体制を構築

く取り組むべき課題>
①在宅医療 介護サービスの質の向上 ②在宅医療・介護の実施拠点の確保 ③利用者のニーズにあったサービスの確保・充実

.__~■ .fi二 1=~_“   |           10以 下の艦彙 iビより総合的・― ‐― 
‐
■ ・f二ご二

~1~T~ _^     |

《課題への対応のイメージ》 

―

、  ll―寿慮

く1■運飾起:糊躍鮮認臨欄罪翫曇]鷺二:=ト

今後、医療計画に盛り込むことを検討している「在宅医療体制構築に関する指針 (案 )」に沿つて、各地j●で在宅医療 (薬局も含む)、

栄養ケア、介護の連携を回り、在宅医療・介雄

=撃
二。_____― ―――――――――

住み慣れた場で、自分らしい生活を実現

′  酬改定での対応を検討

栄養ケア活動支援整備事業(関係機関と連携した栄養ケア活動を行う取組の促進)

在宅サービス拠点の充実(複合型サービス事業所、定期巡回・随時対応サービス及び肪間署llステーションの普及)

低所得高齢者の住まい対策

ご
=ヨ

r
O
O
O
O

(1)サービスの充実・支援に向けた取組

○ 日立高度専門医療研究センターを中心とした在宅医療推進のための研究事業
(疾 患の特性に応した在宅医療の提供体制のあり方を含めた研究推進)

在宅医療推進のための医療機器承認促進事業(未承認医療機器に関するこ―ズ調査等)

在宅医療推進のための看IE業務の安全性等検lll事 菓(在 宅医療分野における■護業務の安全性を検証)

日別の疾患等に対応した取組

在宅介護者への歯科口腔保健推進事業(歯科口腔保健の普及啓発のための口腔保健支援センター整備)

在宅緩和ケア地域連携事業(がん患者に対する地域連携における在宅緩和ケアの推進)

難病患者の在宅医療・在宅介證の充実・強化事業(ALS等の難病患者への包括的支援体制)

HrV感染症・エイズ患者の在宅E豪・介餞の環境整備事業(エイズ患者等の在宅療姜轟境整備)

在宅での医療用麻薬使用推進モデル事業(地域単位での麻薬在庫管理システム等の開発)

薬物依存者の治薇と社会復帰のための支援事業(依存者・家族への果物乱用離脱支援)            ●

Ｏ

Ｏ

＞

Ｏ

Ｏ

０

０

０

０

２

-11-



要望額

■本事業の目的
0在宅医療においては、医師、歯科医師、■餞師、業剤師、ケアマネジャー、介醸士などの医療福社従事者がお互いの

専目的な知繊を活かしながらチームとなって患者・家族をサポートしていく体||を構築することが重要である
O目が、椰道府県リーダーに対して、在宅医療を担う多職積がチームとして協働するための講習を行う〈都道府県リーダー研修)

0都道府県リーダーが、地壌リーダーに対して、各地域の実情やニーズにあった研修プログラムの策定を念頭に置いた講習を
行う〈地域リーダー研修)

0地域リーダーは、各地域の実情や牧青ニーズに合つたプログラムを策定し、それに沿って各市区町村で地城の多職種への
研修をtrう。これらを通して、患者が何処にいても医療と介饉が連携したサポートを受けることができる体鋼構築を目指す

※WHO(世 界保腱機関)は 、「,晴種協働のためには、多腱組の研俸が重要である。Jと推奨している。(2002年 )

要望額  31億 円

■本事業の目的

0高齢者の増加、価値観の多様化に伴い、病気を持ちつつも可能な限り住み慣れた場所で自分らしく過ごす「生活の
質」を重視する医療が求められている。

0このため、在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体鋼を構築し、医療と
介護が連携した地城における包括的かつ継機的な在宅医療の提供を目指す。

在宅医療遭擦拠点事業のイメージ

保姜 福祉彙ロ

:魏盤Ii置_
ぜ3

r'●●B●によ
る在宅テームE●
を担う人材冑●●
●Jに●t'■リー
ダーとして0日
・E●●こ■●●
ユびt卿こ対する
■■■力を行う

鰯

●崚●将 ,IEセン

ター、保腱セン
●●共● ●●

ター、老人IItLE    F

・       ●●霙中・■,

■春道府県リーダー研修

:陸蓼 脚 摯噺 職

'´

蠣 醜 霞 鶴

■地域リーダー研修(47都道府県ごとに実施)

O各都道府県リーダーは、各都道府県で約15o人の地域リーダーを
養成 (医師・歯科医師・■贖師 薬剤師 ケアマネジャー等の職
能別に市区町村単位で選抜される)

―プログラム策定方法に関する研修
―教育展開の手法に関する研修

"の
実■方法や朦■

・効率的な饉●提供のためのア

」電:●
●支■競

1]T電 :支三鸞T曹
問
111テ

~シヨ
連携拠点に配●されたヶアマネジャー
の■格を持つ■臓

“

とMSWキが地麟
の医療 介口を■晰的にサポートするこ
とで、病気を持ちながらも住み慣れた地

“

で自分らしく過ごすことが可能となる

迪院支晨、入院のサポート輌院 (念性期、重0臨

-12-
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■論点

0在 宅医療の拠点として期待される以下のような役割を担う診療所又は病院を医療法に位置付

けてはどうか。

■在宅医療の拠点となる機関に期待される役割

○連携拠点機能 (医療・介護関係者間の協議の場の開催、多職種連携のための人員配置、人材育成)

O急変時に対応できる在宅医療提供体制の構築

・一人間業医の24時間体制のサポート(複数医師の配置等)

・災害など有事の際にも適切な医療を提供するための計画を策定し(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等を含

む).他の医療機関等の計画策定等を支援

OttIEをする憲族への支援  等

0医 療計画における在宅医療についても、4疾病5事業と同時に、達成すべき目標や医療連携

体制に関する事項の記載を医療法上で義務づけてはどうか。

在宅医療を提供する診療所 (歯科診療所を含む)、 病院、薬局、および訪問看護ステーション

について、現状把握を行つた上で医療計画に位置付けてはどうか。

25

3.在宅医療・介護の充実に向けた診療報酬・
介護報酬の在り方について

-13-



① 政府における現時点の検討状況

10月 26日医療保険部会. 10月 27日E療部会資料より抜粋

平成 24年度診療報酬改定の基本的認識、視点、方向等 (案 )

前回までの議論を踏まえ、平成24年度診療報酬改定の基本的認識、視点、方向等について、以下の事項を
検討してはどうか。

1 基本的な認識

_躙 診慶観測重コ1211‐2ェ2ti空基本」A塑簿重Atth二塁とルェ崎 2色

12鼎鸞 嫌L饉警IPり諏 彎 説いてt国民皆が質の誨 療を知ナ続けるた醐ヨよ
出 十卜匿 遺 な 謳 ⌒ Iコ △ 土 ロ ル +― し ム ●≡ 薔

i持続可能な医療保険制度を堅持し、効率的かつ効果的な医療資源の配分を目指すことが重要。
:

こうした背景を踏まえとりまとめられた社会保障と税一体改革成案(平成23年 6月 30日 政府・与党社会保障
部決定)に沿つて、病院・病床機能の分化・強化と連携 (急性期医療への医療資源の集中投入等)、 在
充実、重点化・効率化等を着実に実現していく必要があり、2025年のイメージを見据えつつ、

を段階的に実施していくこととし、今回の改定をあるべき医療の実現に向けた第一歩とするべき。

また、次期改定は介護報酬との同時改定であり、今後増大する医療、介護ニーズを見据えながら、地域の
存の資源を活かした地域包括ケアシステムの構築を推進し、これらを切れ目なく提供するとともに、役割分担
菫携をこれまで以上に進めることが必要。

:L¨
¨̈̈ ¨̈̈ ¨̈̈ ¨̈̈ ¨̈̈ ¨̈̈ ―̈…………………………………―̈………̈………――̈̈ …̈…………………………………………―――…̈̈¨̈……̈……………………………………………………………………

18薯鳩驚協議後霞3殿閣畿鼎:憲」〒ξ魔理甲認晃3ど 需ヽお客遭認腱 Pん
のこと、

:

:

19ネ 日本本電界!Fより明らかとなった、災害時における医療提供体制の問題点等に鑑み、補助金との役割分
:担を踏まえた、診療報酬における対応の検討が必要。

~~…………… … ……… ……… …ヽⅢ́・一―――‐・ ′́

:

:

10中 長期的な視点も含め、診療報酬については、医療計画をはじめとした地域医療の実情にも対応すること

|が求められてぉり、まな、医療提供体制の強化については、診療報酬のみならず医療法等の法令や、補助金等[1      蟄=脚I写贋診層噌 療法等の法令や、制電 |

― ¨ ¨ ― ― ― ‐ ‐ ― ― ― ― ― ¨ ¨ ― ― ― ‐ ‐ ― ― ― ― ― ― ― ‐ ― ― ― ― ― ¨ ― ¨ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ¨ ― ¨ ¨ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― :
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2.具体的な論点等

以下のような論点等について、検討してはどうか。

0社 会保障。税一体改革成案 (平成23年6月 30日 政府・与党社会保障検討本部決定)を踏まえ、病院・
病床機能の分化・強化と連携等に関する評価や、急性期医療を適切に提供していくという観点も踏まえ
つつ、医療従事者の負担軽減に関する評価について検討してはどうか。

・ 高度急性期、急性期等の病院機能にあわせた入院医療の評価
・ 慢性期の入院医療に対する適正な評価
・ 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進 等

O介 護報酬との同時改定であるため、医療・介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強
化の推進、地域生活を支える在宅医療等の充実に向けた取組の評価について検討してはどうか。

・ 病院からの地域への早期円滑な移行の促進に向けた取組
・ 在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携  等

Oそ の他、医療保険制度の適正な運営を確保しながら、国民が安心して医療を受けることができるよ
つ、

充実するべき分野の評価や、適正化するべき分野の評価を検討してはどうか。
・ 緩和ケアを含む、がん医療の充実
・ 認知症の早期診断等、重度の認知症の周辺症状に対する精神科医療の適切な

評価
・ 退院支援の充実等、患者に対する相談支援体制の評価
・ 平均在院日数の減少、社会的入院の是正
・ 後発医薬品の使用促進  等 2'

ヒ

平成24年度介護報酬改定における主な検討課題・論点

O地域で介護を支える体制を構築すること(地域包括ケアシステムの基盤整備 )

・新サービス(定期巡回・随時対応型訪間介護看護、複合型サービス)の 評価のあり方
・通所介護や訪間介護など居宅サービスにおける自立支援に重点を置いたサービス提供のあり方 等

O医療と介護 の役割分担・連携により、効率的で利用者にら、さわ しいサ ービスを提
供すること

・入・退院時における医療機関と介護サービス事業所との連携促進のあり方
・訪間看護・リハビリ等、要介護者の在宅生活における医療提供のあり方
・介護施設における医療提供のあり方                          等

O質の高いサービスを確保するため、利用者、事業者、サービス提供者の努力を促
すようなインセンティプを付与すること

・介II職員の円滑な入職、定着に向けて、キャリアアップの仕組みの導入など、介護職員の処遇改善の
あり方

・自立支援型のケアマネジメントヘの転換に向けた、介護支援専門員の質の向上やあり方    等

O認知症 にふさわしいサ ービスを提供すること

・早期発見、重度化予防、医療と介護の連携、地域との連携など、ケアのあり方
・認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護における医療提供のあり方      等

○地域間、サービス間のバランス・公平性に配慮すること

こ配慮 した

―15-



在宅医療口介護の充実に向けた診療報酬・介護報酬の在り方
課題・論点等

○ 在宅医療を担う医療機関の評価
→ 論点・課題

在宅医療を担う体制の強化や、在宅医療を担う医療機関と介護サービス事業所等の
連携について、どのように考えるか。

② 在宅医療を担う医療機関に関する評価

-16-

○ 訪問看護・リハビリ等の要介護者等の在宅生活における医療提
→ 論点・課題

在宅生活者に対する医療を強化するため、訪問看護、歯科治療、薬剤管理指導やリ
ハビリテーションの提供のあり方について、どのように

○ 認知症への対応

→ 論点・課題

認知症への対応を強化するため、早期の診断から個別の診療、在宅復帰に
至る過程において、BPSD(周 辺症状)への対応等や介護サービスにおける医
療提供のあり方について、どのように考えるか。

ヽ.
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① 報告数
② 担当患者数1名 以上機関数
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=看

取り数1■以上機関菫_ Pl_
出典 :保険局医療課ロベ(平成22年 7月 1日時点)
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○在宅医1人で対応している診療所は、在宅医療支援診療所の届出ありでは68,9%、
届出なしでは86.0%

0複数の在宅医がいる診療所は、在宅医療支援診療所の届け出ありでは31.1%、 届
け出なしでは14.0%

0往診料を算定している病院数は1,614(全 体の18%)
在宅患者訪間診療を算定している病院数は 2′582(全体の29%)
(平成20年9月 のlヶ月間)

1施設あたりの在宅医総数の階級区別の構成割合(届出あり。なし男1)

(n=1159 無回答を除く)

出典 :日 医総研「在宅医療を担う診療所の現状と課題「鰺療所の在宅医療機能に関する8H査」の結果から (2011年 4月 26日 )」 35
医療施設腑査
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● その他の在宅死亡数

■ 在宅燎姜支援診療所が■取っている在宅死亡数
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出典 :保険局医療課調べ (平成22年7月 1日 時点)
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■1人

日3～ 4人

■2人

■5人以上

看取り数用

(n=1,228無 回答を除く)37
出典)日 本医師会総合政策研究機構

「在宅医療の提供と連携に関する実態In査」在宅療養支援惨僚所調査

D
E

F

G

カンファレンス

あり(在支診)

カンファレンス

あり(一般診)

カンファレンス

なし(在支診)

カンファレンス

なし(一般滲)

“

上位10%■ 中間 ●看取なし

※在宅彙贅支援病院 上位ttH看取り数カッポ イント12件
在宅燎姜支援静薇所 上位ltX■取り数カットポイント15件
一般じ晨所 上位10X■取り数カツトボイント5件

跳

FIE支じ:253施設
一般鰺:372施設
在支病:62施設
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38
出典 :武林亨 在宅燎

=支
援の実麟把握凛 能分化に関する研究(2011)

医療機関用



医療機関別看取り数別

配置あり(在支病 )

配置あり(一般鰺)

配置なし(在支病)

配置なし(一般診 )

0        20       40       60       80

●上位lo%   ●中間    □看取なし

※在宅僚奏支援病院 上位コ泌看取り戦カットポイント12件
在宅療姜支援F僚所 上位1幌■取り檄カットボイント15件
一般お療所 上位10%看取り数カットポイント5件

    n=在 支診:253施 設
一般診:372施 設
在支病 :62施設

0        20       40       60       80       100

日在宅療養支援輌院 □在宅廉養支援診療所 ●一般診療所

口なし 日あり
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在宅療養支援診療所 (在支診) 在宅療養支援病院 (在支病)
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24時間対応への

負担感から在支診
の届出を行わない

医療機関もある。
|

在支病・在支診の
機能分担も不明確

在支診の約7割は1人 医師
24時間対応への負担感が強い。
看取りを行わない在支診が約50%
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検討の視点 ②二宅療数 援医換機関難 __,

訪間診療、往診の評価へく:看
護
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(視点①‐1)
自院の複数医師や24時
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